
 

 

 

 

 

不適切な服務管理 

監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成27年12月８日） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

中央府税事務所 

 

出退勤記録に「遅参あり」等となっているものが修正されず放置さ

れていた。 

 

 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 平成27年２月９日 遅参あり 
管内出張の入力誤り 

（宅発入力漏れ） 

Ｂ 平成27年３月31日 退勤なし スリット忘れ 

 

 

速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職員の勤

務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いや職員の出張

等に関する事務の取扱いを遵守することを徹底された

い。今後、再発防止のためにチェック体制の強化を図ら

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

是正を求められた出勤簿処理について

は、速やかに確認し、修正を行った。 

また、他の出勤簿処理についても適正

に行われていることを確認した。 

今後このような誤りがないよう、幹部

職員会議において関係職員に周知徹底を

行った。 【勤務時間、休日、休暇、出勤簿、服務（ＨＴＭＬ）

第６章他】 

出勤の記録は、職員本人がオンラインタイムレコ

ーダー（ＯＴＲ）により行う。 

 出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力リス

ト」に掲示されるとともに、職員本人及び直接監督

責任者等の総務事務システムトップページにお知

らせ表示される（20日間）。 

 直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」

を確認し、必要な出勤簿修正を行うこととされてい

る。 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成27年12月８日） 
 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

中央府税事務所 

 

１ 病気休暇の承認については、中央府税事務所においては所

属部長が承認権者であるが、課長が不注意により、承認処理

を行い、所属部長の承認がないものがあった。 

 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 平成26年６月16日 平成26年６月20日 ａ課長 

Ｂ 

平成26年６月９日 平成26年６月４日 ｂ課長 

平成26年７月３日 平成26年７月２日 ｂ課長 

平成26年８月５日 平成26年８月５日 ｂ課長 

Ｃ 平成26年４月15日 平成26年４月22日 ｃ課長 

Ｄ 平成26年11月28日 平成26年11月27日 ｄ課長 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、

病気休暇の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇

の承認処理を行うことが可能となっている。 

 

 

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、承認

権者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うことを徹底さ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

是正を求められた病気休暇

の承認については、速やかに確

認し、所属部長がそれぞれ承認

を行った。 

また、他の病気休暇の承認に

ついても全て適正に行われて

いることを確認した。 

今後このような誤りがない

よう幹部職員会議において関

係職員に周知徹底を行った。 

（なお、総務事務システム担

当課に確認したところ、現行シ

ステム上においては、休暇につ

いての権限が包括して付与さ

れることとなっていることか

ら、病気休暇の承認処理権限を

所属部長のみに付与すること

はできないとのことだった。） 

 

 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25年３月21

日 総務部長通知）】 

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行うもの

とする。また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内容につい

て、適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 

【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達）（平成25年３

月29日総務部長依命通達）】 

 

別表３（抜粋） 

 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成27年12月３日） 

 

 
 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

なにわ南府税

事務所 

 

 

 

１ 病気休暇の承認については、なにわ南府税事務所においては所

属次長が承認権者であるが、課長が不注意により承認処理を行い、

所属次長の承認がないものがあった。 

 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 
平成26年７月11日 平成26年７月11日 ａ課長 

平成26年10月３日 平成26年10月６日 ａ課長 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、病気

休暇の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇の承認処

理を行うことが可能となっている。 

 

 

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、承認権

者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うことを徹底された

い。 

 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25年３月21日 

総務部長通知）】 

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行うものと

する。また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内容について、

適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 

【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達）（平成25年３

月29日総務部長依命通達）】 

別表３（抜粋） 

 
 

 

是正を求められた病気休

暇の承認については、速や

かに確認し、所属次長が承

認処理を行った。 

また、他の病気休暇の承

認についても全て適正に行

われていることを確認し

た。 

今後このような誤りがな

いよう幹部会議において関

係職員に周知徹底を行っ

た。 

（なお、総務事務システム

担当課に確認したところ、

現行システム上において

は、休暇についての権限が

包括して付与されることと

なっていることから、病気

休暇の承認処理権限を所属

次長のみに付与することは

できないとのことだった。） 

 

 

 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月１日） 
 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

三島府税事務所 

 

 

 

出退勤記録に「退勤なし」となっているものが修正されずに放

置されていた。 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 平成27年３月31日 退勤なし スリット忘れ 

 

 

速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職員の勤務   

時間、休日休暇等に関する事務の取扱いや職員の出張等に

関する事務の取扱いを遵守することを徹底されたい。今後、

再発防止のためにチェック体制の強化を図られたい。 

 

 

【勤務時間、休日、休暇、出勤簿、服務（ＨＴＭＬ）

第６章他】  

出勤の記録は、職員本人がオンラインタイムレコー

ダー（ＯＴＲ）により行う。 

出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力リスト」

に掲示されるとともに、職員本人及び直接監督責任者

等の総務事務システムトップページにお知らせ表示

される（20日間）。 

直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」

を確認し、必要な出勤簿修正を行うこととされてい

る。 

 

 

 

 

是正を求められた出勤簿処理について

は、速やかに確認し、修正を行った。 

 また、他の出勤簿処理についても適正に

行われていることを確認した。 

今後このような誤りがないよう幹部会

議において関係職員に周知徹底を行った。 

 各課長が定期的に「遅参・早退・未入力

リスト」を確認するとともに、各次長も合

わせて確認し再発防止を図る。 

 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月１日） 
 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

三島府税事務所 

 

 

 

１ 病気休暇の承認については、三島府税事務所においては

所属次長が承認権者であるが、課長が不注意により、承認

処理を行い、所属次長の承認がないものがあった。 

 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 平成26年８月４日 平成26年８月21日 ａ課長 

Ｂ 平成26年12月９日 平成27年１月６日 ｂ課長 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われる

が、病気休暇の承認権者でない者も同システムにおいて病

気休暇の承認処理を行うことが可能となっている。 

 

 

  

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、承認権者た

る所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うことを徹底されたい。 

 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて[別記]（平成25年３月21日 総務

部長通知）】  

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行うものとする。

また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内容について、適宜、部局

等人事担当者へ報告する。 

  

【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達）（平成25年３月29日

総務部長依命通達】 

別表３（抜粋） 

 
 

 

 

 

 

 

  

是正を求められた病気休

暇の承認については、速やか

に確認し、所属次長が承認処

理を行った。 

また、他の病気休暇の承認

についても全て適正に行わ

れていることを確認した。 

今後、このような誤りがな

いよう幹部会議において関

係職員に周知徹底を行った。 

（なお、総務事務システム担

当課に確認したところ、現行

システム上においては、休暇

についての権限が包括して

付与されることとなってい

ることから、病気休暇の承認

処理権限を所属次長のみに

付与することはできないと

のことだった。） 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

豊能府税事務所 

 

 

 

１ 病気休暇の承認については、豊能府税事務所においては所属

次長が承認権者であるが、課長が不注意により、承認処理を行

い、所属次長の承認がないものがあった。 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 

平成26年８月29日 平成26年８月13日 ａ課長 

平成26年11月17日 平成26年11月13日 ａ課長 

平成26年12月11日 平成26年12月16日 ａ課長 

平成27年１月13日 平成27年１月22日 ａ課長 

平成27年３月23日 平成27年３月２日 ａ課長 

Ｂ 

平成26年５月27日 平成26年５月30日 ｂ課長 

平成26年７月７日 平成26年７月22日 ｂ課長 

平成26年７月14日 平成26年７月16日 ｂ課長 

平成26年７月28日 平成26年８月５日 ｂ課長 

平成26年７月29日 平成26年７月29日 ｂ課長 

平成26年８月４日 平成26年８月５日 ｂ課長 

平成26年８月20日 平成26年８月21日 ｂ課長 

平成26年８月28日 平成26年８月28日 ｂ課長 

平成26年９月８日 平成26年９月９日 ｂ課長 

平成26年10月20日 平成26年10月20日 ｂ課長 

平成26年10月27日 平成26年10月27日 ｂ課長 

 

 

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、承認権

者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うことを徹底された

い。 

 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25年３月21日 

総務部長通知）】 

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行うものと

する。また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内容について、

適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 

【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達）（平成25年３

月29日総務部長依命通達）】 

別表３（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

是正を求められた病気休暇

については、速やかに確認し、

所属次長が承認処理を行っ

た。 

 また、他の病気休暇の承認

を確認した結果、誤って所属

次長以外の者が病気休暇の承

認を行っていた事例があった

ため、同様に承認処理を行っ

た。 

平成28年２月26日に開催し

た運営会議（所長、次長、各

課長で構成）において、監査

の指摘を受けた旨説明し、適

切な決裁権限の周知を行っ

た。 

 また、平成28年３月25日に

開催する運営会議のおいて

も、再度周知を図る。 

（なお、総務事務システム

担当課に確認したところ、現

行システム上において、休暇

承認の権限が包括して付与さ

れていることから、病気休暇

の承認権限を所属次長のみに

付与することはできないとの

ことであった。） 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月１日から平成28年１月29日まで） 

 
 

 

 

 

Ｂ 
平成27年１月19日 平成26年１月20日 ｂ課長 

平成27年３月24日 平成26年３月25日 ｂ課長 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、病

気休暇の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇の

承認処理を行うことが可能となっている。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月１日から平成28年１月29日まで） 
 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

泉南府税事務所 

 

 

 

１ 病気休暇の承認については、泉南府税事務所においては所属次

長が承認権者であるが、課長が不注意により、承認処理を行い、

所属次長の承認がないものがあった。 

 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

A 平成26年８月５日 平成26年８月13日 a課長 

B 平成26年12月22日 平成26年12月25日 a課長 

C 

平成26年４月10日 平成26年４月10日 a課長 

平成26年５月８日 平成26年５月８日 a課長 

平成26年５月22日 平成26年５月22日 a課長 

平成26年５月29日 平成26年５月30日 a課長 

平成26年５月12日 平成26年５月13日 a課長 

平成26年６月２日 平成26年６月２日 a課長 

平成26年６月12日 平成26年６月12日 a課長 

平成26年６月23日 平成26年６月23日 a課長 

平成26年６月26日 平成26年６月26日 a課長 

平成26年６月30日 平成26年６月30日 a課長 

平成26年７月３日 平成26年７月３日 a課長 

平成26年７月７日 平成26年７月７日 a課長 

平成26年７月14日 平成26年７月14日 a課長 

平成26年７月17日 平成26年７月17日 a課長 

D 平成26年６月23日 平成26年７月24日 b課長 

E 

平成26年４月８日 平成26年４月７日 c課長 

平成26年５月８日 平成26年５月９日 c課長 

平成26年７月８日 平成26年７月７日 c課長 

 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、病気

休暇の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇の承認

処理を行うことが可能となっている。 

 

 

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、承

認権者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うことを徹

底されたい。 

 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25年３月

21日 総務部長通知）】 

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行うも

のとする。また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内容に

ついて、適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 

【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達）（平成25

年３月29日総務部長依命通達）】 

別表３（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

是正を求められた病気休暇の

承認については、速やかに確認

し、所属次長が承認処理を行っ

た。 

また、他の病気休暇の承認を

確認した結果、誤って所属次長

以外の者が病気休暇の承認を行

っていた事例があったため、同

様に承認処理を行った。 

今後このような誤りがないよ

う幹部職員会議において関係職

員に周知徹底を行った。 

（なお、総務事務システム担

当課に確認したところ、現行シ

ステム上においては、休暇につ

いての権限が包括して付与され

ることとなっていることから、

病気休暇の承認処理権限を所属

次長のみに付与することはでき

ないとのことだった。） 

 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成27年12月１日から平成28年１月29日まで） 
 
 

 

 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

南河内府税事務所 

 

１ 病気休暇の承認については、南河内府税事務所においては

所属次長が承認権者であるが、課長が不注意により、承認処

理を行い、所属次長の承認がないものがあった。 

 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 平成27年２月26日 平成27年２月27日 ａ課長 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、

病気休暇の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇

の承認処理を行うことが可能となっている。 

 

 

速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、承認

権者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うことを徹底さ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

是正を求められた病気休暇

の承認については、速やかに確

認し、所属次長が承認処理を行

った。 

また、他の病気休暇の承認に

ついても全て適正に行われて

いることを確認した。 

今後このような誤りがない

よう定例会において関係職員

に周知徹底を行った。 

（なお、総務事務システム担

当課に確認したところ、現行シ

ステム上においては、休暇につ

いての権限が包括して付与さ

れることとなっていることか

ら、病気休暇の承認処理権限を

所属次長のみに付与すること

はできないとのことだった。） 

 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25年３月

21日 総務部長通知）】 

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行うも

のとする。また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内容に

ついて、適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 

【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達）（平成25

年３月29日総務部長依命通達）】 

別表３（抜粋） 

 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年１月14日）  

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
中河内府税事務所 
 

 
出退簿記録に「遅参あり」となっているものが修正されず

放置されていた。 
 

 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 
平成27年 

３月19日 
遅参あり 年休の過少申請（注） 

（注）年休（時間休）申請の終了時刻より、出勤打刻が遅か
ったことにより、「遅参あり」となっていた。 

 
速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職員の勤

務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いを遵守するこ
とを徹底されたい。今後、再発防止のためのチェック体
制の強化を図られたい。 
 

【勤務時間、休日、休暇、出勤簿、服務（ＨＴＭＬ） 

第６章他】 
 出勤の記録は、職員本人がオンラインタイムレコ
ーダー（ＯＴＲ）により行う。 

 出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力リス
ト」に掲示されるとともに、職員本人及び直接監督
責任者等の総務事務システムトッップページにお知
らせ表示される（20日間）。 
 直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」
確認し、必要な出勤簿修正を行うこととされている。 

 

 
当該日の職員の勤務については、始業時から

年休を取得したが、年休終了時間の入力誤りで
あったため、総務サービスシステムで修正の入
力を行った。 
職員の出勤状況の確認に際しては、「遅参・早

退・未入力リスト」等を常に確認することとし、

誤りのないよう直接監督責任者に直接周知を行
った。 



 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
中河内府税事務所 

 
１ 病気休暇の承認については、中河内府税事務所においては所属次
長が承認権者であるが、所属外の次長が不注意により、承認処理を
行い、所属次長の承認がないものがあった。 

 

 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 

平成26年６月16日 平成26年６月18日 ａ次長（注） 

平成26年６月23日 平成26年６月24日 ａ次長（注） 

平成26年７月７日 平成26年７月８日 ａ次長（注） 

平成26年７月14日 平成26年７月15日 ａ次長（注） 

平成26年７月28日 平成26年７月29日 ａ次長（注） 

平成26年８月４日 平成26年８月５日 ａ次長（注） 

平成26年８月11日 平成26年８月12日 ａ次長（注） 

平成26年８月18日 平成26年８月19日 ａ次長（注） 

平成26年９月１日 平成26年９月２日 ａ次長（注） 

平成26年９月８日 平成26年９月９日 ａ次長（注） 

平成26年９月29日 平成26年９月30日 ａ次長（注） 

平成26年10月６日 平成26年10月７日 ａ次長（注） 

平成26年10月20日 平成26年10月21日 ａ次長（注） 

平成26年10月27日 平成26年10月28日 ａ次長（注） 

平成26年11月17日 平成26年11月18日 ａ次長（注） 

平成26年12月１日 平成26年12月２日 ａ次長（注） 

 
 
 

 

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たって
は、承認権者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行
うことを徹底されたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
病気休暇の承認は所属次長

が行うこととなっているが、平
成26年度に取得した病気休暇
のうち、所属次長ではない次長
が承認を行っていることが判
明したため、誤って承認した病
気休暇について所属次長が申
請内容を確認の上、改めて書面
にて病気休暇の承認を行った。 

また、他の病気休暇の承認に
ついても全て適正に行われて
いることを確認した。 
今後このような誤りがない

よう、病気休暇の承認手続につ
いて、再度両次長において「病
気休暇の承認手続きの見直し
について［別記］（平成25年３
月21日 総務部長通知）】を確
認するとともに、所属課長にも
周知を図った。 
（なお、総務事務システム担

当課に確認したところ、現行シ
ステム上においては、休暇につ
いての権限が包括して付与さ
れることとなっていることか
ら、病気休暇の承認処理権限を
所属次長のみに付与すること
はできないとのことだった。） 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25
年３月21日 総務部長通知）】 
１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 
○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が

行うものとする。また、病気休暇を承認した所属長は、承
認した内容について、適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 
【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達（平

成25年３月29日総務部長依命通達）】 
別表３（抜粋） 

 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：－年－月－日、事務局：平成28年１月14日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 

平成26年12月15日 平成26年12月16日 ａ次長（注） 

平成26年12月22日 平成26年12月25日 ａ次長（注） 

平成27年１月26日 平成27年１月27日 ａ次長（注） 

平成27年２月16日 平成27年２月17日 ａ次長（注） 

平成27年３月９日 平成27年３月30日 ａ次長（注） 

Ｂ 平成26年５月19日 平成26年６月２日 ａ次長（注） 

Ｃ 
平成26年６月23日 平成26年７月14日 ａ次長（注） 

平成26年７月15日 平成26年８月６日 ａ次長（注） 

Ｄ 平成27年３月９日 平成27年３月13日 ａ次長（注） 

（注）所属次長ではない。 
 
２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、病気休
暇の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇の承認処理

を行うことが可能となっている。 
 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月１日から平成28年１月29日まで） 

 
 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

北河内府税事

務所 

 

 

 

１ 病気休暇の承認については、北河内府税事務所においては所属次長

が承認権者であるが、課長が不注意により、承認処理を行い、所属次

長の承認がないものがあった。 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 
平成26年４月９日 平成26年４月10日 ａ課長 

平成26年７月９日 平成26年７月９日 ａ課長 

Ｂ 平成26年４月17日 平成26年４月22日 ｂ課長 

Ｃ 平成26年２月26日 平成26年２月23日 ｂ課長 

 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、病気休暇

の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇の承認処理を行

うことが可能となっている。 

 

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、承認権

者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うことを徹底された

い。 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25年３月21日  

総務部長通知）】 

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行うものと

する。また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内容について、

適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 

【大阪府府税事務所処務規定の施行について（依命通達）（平成25年３月

29日総務部長依命通達）】 

別表３（抜粋） 

 
 

 

 

是正を求められた病

気休暇の承認について

は、速やかに確認し、

所属次長が承認処理を

行った。 

また、他に病気休暇

の承認を確認した結

果、誤って所属次長以

外の者が病気休暇の承

認を行っていた事例が

あったため、同様に承

認処理を行った。 

今後このような誤り

がないよう幹部職員会

議において関係職員に

周知徹底を行った。 

（なお、総務事務シス

テム担当課に確認した

ところ、現行システム

上においては、休暇に

ついての権限が包括し

て付与されることとな

っていることから、病

気休暇の承認処理権限

を所属次長のみに付与

することはできないと

のことだった。） 

 

 

備考

次
長

部
長

課
長

主
査

次
長

課
長

主
査

病気休暇の願い出の承認 ○ ○

専決権者
（中央府税）

専決者
（中央府税以外）

決裁事項

次長、課長又は主査が専決できる服務等の決裁



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成28年１月12日、事務局：平成27年11月25日から同月26日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

大阪自動車税事務所 

 

１ 病気休暇の承認については、大阪自動車税事務所においては

所属次長が承認権者であるが、課長が不注意により、承認処理

を行い、所属次長の承認がないものがあった。 

職員名 病気休暇開始日 承認日 承認者 

Ａ 平成26年８月29日 平成26年９月１日 ａ課長 

Ｂ 平成26年９月１日 平成26年９月３日 ｂ課長 

 

２ 病気休暇の承認は総務事務システムにおいて行われるが、病

気休暇の承認権者でない者も同システムにおいて病気休暇の承

認処理を行うことが可能となっている。 

 

１ 速やかに是正措置を行うほか、病気休暇の承認に当たっては、

承認権者たる所属長（所属次長又は総括補佐）が承認を行うこと

を徹底されたい。 

 

 

 

是正を求められた病気休暇

の承認については、速やかに

確認し、誤りのあったものに

ついて、所属次長が承認処理

を行った。 

また、他の病気休暇の承認

を確認した結果、誤って所属

次長以外の者が病気休暇の承

認を行っていた事例があった

ため、同様に承認処理を行っ

た。 

今後このような誤りがない

よう、平成28年２月の定例幹

部会議において周知徹底を行

った。 

（なお、総務事務システム担

当課に確認したところ、現行

システム上においては、休暇

についての権限が包括して付

与されることとなっているこ

とから、病気休暇の承認処理

権限を所属次長のみに付与す

ることはできないとのことだ

った。） 

【病気休暇の承認手続きの見直しについて［別記］（平成25年３月

21日 総務部長通知）】 

１ 病気休暇の承認に当たっての確認事項等の取扱い 

○ 病気休暇の承認は、所属長（所属次長又は総括補佐）が行う

ものとする。また、病気休暇を承認した所属長は、承認した内

容について、適宜、部局等人事担当者へ報告する。 

 

【大阪府大阪自動車税事務所処務規程の施行について（依命通達）

（平成25年３月30日総務部長依命通達）】 

別表第３（抜粋） 

 

 
 



 

 

 

 

 

不適切な出退勤管理及び服務管理 

 

監査（検査）実施年月日（事務局：平成27年11月４日及び同月５日） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

南河内農と緑の総合事務

所 

 

 

 

出退勤記録に早退ありとなっているものが放置されていた。 

 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 
平成27年 

３月27日 
早退あり 時間年休届出漏れ 

 

 

 

速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職

員の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱い

を遵守することを徹底されたい。また、再発防止

のためにチェック体制の強化を図られたい。 

 

【勤務時間、休日、休暇、出勤簿、服務】第６

章 出勤簿（抜粋） 

職員本人がオンラインタイムレコーダー（Ｏ

ＴＲ）により出勤又は退勤の記録を行う。 

 出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力

リスト」に掲示されるとともに、職員本人及び

直接監督責任者等の総務事務システムトップ

ページにお知らせ表示される（20日間）。 

 直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リ

スト」を確認し、必要な出勤簿修正を行うこと

とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに当該職員に係る年次休暇の取得手

続を行った。 

監査後直ちに、職員の勤務時間、休日休暇等

に関する事務の取扱いの遵守を徹底するとと

もに、再発防止のため、庶務担当課（総務課）

でダブルチェックを行うなど、チェック体制の

強化を図った。 

 



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（事務局：平成27年11月４日及び同月５日） 

  

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

南河内農と緑の総合事務所 

 

 

 

人間ドック等の受診に係る職務専念義務の免除について、

受診終了後の勤務に服さなかった時間は年休取得の手続を

行わなければならないが、全日にわたって職務専念義務が免

除されていた。 

 

職員名 健康診断名 取得期間 健診等の時間 

Ｂ 人間ドック 
平成26年 

９月29日 

午前９時15分から

午後３時00分 

 

 

 

速やかに是正措置（年休取得の処理）を講じる

とともに、職務に専念する義務の免除の取扱いを

遵守することを徹底されたい。 

 

【勤務時間、休日、休暇、出勤簿、服務】第７

章 服務（抜粋） 

職員には、職務に専念する義務により、勤務

時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂

行のために用いなければならないが、法律又は

条例に特別の定めがある場合に限り、これを免

除することができる。（地方公務員法第35条） 

一日健診及びその他健康診断等の受診につい

ては、職務に専念する義務の特例に関する条例

第２条第２号の「厚生に関する計画の実施に参

加する場合」に該当する。この承認については、

１次健診、精密検査の受診及びその結果説明に

要する時間について、あらかじめ任命権者の承

認を得て、その職務に専念する義務を免除する

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに当該職員に係る年次休暇の取得手続

を行った。 

監査後直ちに、職務に専念する義務の免除の取

扱いの遵守を徹底するとともに、再発防止のた

め、庶務担当課（総務課）でダブルチェックを行

うなど、チェック体制の強化を図った。 

 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月２日） 

  

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
西淀川高等学校 
 
 

 
週休日の振替が行われた教員が振替日に出勤したが、その後、再度振替が行

われていなかった。 

職員名 週休日 勤務時間 振替日 振替時間 

Ａ 

H26.５.11 

８:30～17:00 

H26.５.12 

８:30～17:00 
H26.６.15 H26.６.16 

H26.７.27 H26.７.28 

H26.８.10 H26.８.29 

H26.８.30 12:00～16:00 H26.９.１ 13:00～17:00 

H26.10.５ 
８:30～17:00 

H26.10.６ 

８:30～17:00 

H27.１.10 H27.１.13 

Ｂ H26.10.５ 

８:30～17:00 

H26.10.６ 

Ｃ 
H26.６.15 H26.６.16 

H26.10.５ H26.10.６ 

 
 

 
速やかに是正措置を講じるとともに、週休日の振

替事務について適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
週休日の振替日において教員が

勤務した件については、長期休業
中に再度振替処理を行った。 
今後、週休日において勤務命令

を行う場合には勤務時間条例及び
同規則に基づき週休日の振替が必

要なことを勤務管理を行っている
教頭に確認し、教職員には「学校
職場における勤務条件等（制度解
説）」を再確認するよう周知した
（平成28年１月７日）。 
 

【府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休
暇等に関する規則】 
（週休日の振替等） 

第７条 条例第４条（週休日の振替等）、第６条
（時間外勤務）、第７条（宿日直勤務）及び第
10条（休日の代休日）の規定により任命権者
が行うことができるとされている事項並びに
条例第13条（年次休暇）、第14条（病気休暇）、
第15条（特別休暇）、第16条（介護休暇）及び
第17条（臨時的任用職員の休暇）の規定によ
る職員の休暇の処理については、校長が、こ
れを行う。 

 
 
【府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休
暇等に関する規則の施行について（通達）】（職

内第14号 昭和41年１月17日 大阪府教育委員
会教育長） 
６ 第７条関係(1)－ウ 

週休日に全日勤務を命ずる場合は他の全日
勤務日と振り替えるものとし、半日勤務を命
ずる場合は他の半日勤務日との振替又は半日
勤務時間の割振り変更をするものとする。 



 

 

 

 

  
 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成平成27年11月18日） 

  

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
泉尾高等学校 
 
 

 
特別休暇（服喪休暇）について、往復に要する日数を加算す

べき事情がないにもかかわらず、半日を加算して承認し、条例
及び規則で定める日数を超えていたものがあった。 

 
                                                                          

続   柄 おば（休暇日数：１日） 

 
葬儀の場所 
 

香川県丸亀市 

休暇承認日 
平成26年４月７日から同月８日前半までの
1.5日間 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 特別休暇について理解を深め、承認処理を行う際は、必ず関
係規則等を確認し、適正な事務処理を行われたい。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成27年11月19日付で書面により特別

休暇及び年次休暇の届出等に基づき、本件
特別休暇の取得について必要な是正措置
を講じた。 
 今後、服喪休暇の遠隔地加算申請があれ
ば、申請内容について必要に応じ教職員室

へ確認の上、その適用を判断するととも
に、休暇等服務の取扱いに当たっては、条
例、規則等の関係規定に基づき適正に対応
していく。  
 
 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例】（抜粋） 
第15条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当す
る場合には、当該各号に定める期間の特別休暇を与える

ことができる。 
（略） 
(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定め

る場合 人事委員会規則で定める期間 
 
【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則】 
第10条 条例第15条第６号の人事委員会規則で定める場合
は、次の各号に定める場合とし、同号の人事委員会規則
で定める期間は、当該各号に定める期間とする。 
（略） 
(6) 親族の喪に服する場合 別表第５に定める日数以

内で必要と認める期間 

 
別表第５（第10条関係） 

死亡した者 日数 

父母、配偶者、子  ７日 

祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母  ３日 

孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、
配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄
弟姉妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者 

１日 

備考 
（略） 
４ 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した
往復日数を加算することができる。 



 

 

 

 

                                                 監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月４日） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
槻の木高等学校 
 
 

 
１ 出退勤記録に遅参あり等となっているものが放置されていた。（13名、合計24件）。 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 

平成26年11月12日 退勤なし スリット忘れ 

平成26年12月12日 出勤なし スリット忘れ 

平成26年12月19日 遅参あり 年休入力漏れ 

平成27年２月17日 遅参あり 年休入力漏れ 

平成26年２月23日 出勤なし スリット忘れ 

Ｂ 平成26年６月24日 退勤なし スリット忘れ 

Ｃ 平成26年６月３日 退勤なし スリット忘れ 

Ｄ 平成26年７月８日 退勤なし スリット忘れ 

Ｅ 平成26年８月６日 出退勤なし スリット忘れ 

Ｆ 平成26年８月12日 出退勤なし 年休入力誤り 

Ｇ 平成26年９月６日 出退勤なし 年休入力誤り 

Ｈ 平成27年１月20日 退勤なし スリット忘れ 

Ｉ 
平成27年１月16日 退勤なし スリット忘れ 

平成27年１月26日 出勤なし スリット忘れ 

Ｊ 平成27年１月14日 退勤なし スリット忘れ 

Ｋ 
平成27年２月11日 出退勤なし 休日設定漏れ 

平成27年３月５日 出退勤なし スリット忘れ 

Ｌ 平成27年２月22日 出退勤なし スリット忘れ 

Ｍ 

平成27年３月12日 早退あり 年休入力漏れ 

平成27年３月16日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月17日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月18日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月19日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月20日 出退勤なし 年休入力漏れ 

２ 職務専念義務免除願記載の内容に変更が生じたにもかかわらず、新たに承認の手
続が行われていないものがあった。 
(1) 当初の承認した職業専念義務免除の日時 

   平成26年７月４日 ８時から11時 
(2) 変更すべき職業専念義務免除の日時  

   平成26年７月４日 ８時から12時 

 
速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職員

の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いを遵
守することを徹底されたい。今後、再発防止のため
にチェック体制の強化を図られたい。 
 

 
【学校職場における勤務条件等】 
第６章 出勤簿他 

職員本人が、システムとオンライン接続されたオ
ンラインタイムレコーダー（ＯＴＲ）のスリットに
職員証（ＩＤカード）又は出勤カードを通す方法に
より出退勤の記録を行う。 
出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力リス

ト」に掲示されるとともに、職員本人及び直接監督
責任者等の総務事務システムトップページにお知
らせ表示される（20日間）。 
直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」

を確認し、必要な出勤簿修正を行うこととされてい
る。 
 
第７章 服務 

６ 職務専念義務の免除 
(1) 職免を受けようとするものは、必要な範

囲内（時間単位又は日単位）で職務専念義
務免除願を学校長に申請する。 

なお、システムを利用して手続き等を行
うことができる場合は必ずシステムにより
処理する。 

  (2) 提出を受けた学校長は、内容を確認のう
え、承認する。 

（注）・職員が承認を受けた期間の中途にお
いて職務専念義務免除願記載の内容に
変更を生じた場合は、新たに承認の手

続が必要。 
 

 

 
１及び２に該当する職員の

修正依頼票を徴取し、勤務状
況を確認の上、出勤簿訂正を
行った。 
なお、Ｇ・Ｆと２の事案に

ついては学校総務サービス課
に出勤簿修正依頼を行い、Ａ
及びＭについては前任校での
漏れであったので、それぞれ

連絡し、本人から提出のあっ
た修正依頼票を確認し修正し
た。 
 また、教職員に対しては出
退勤の記録を怠ることの無い
よう職員会議にて周知した。 
今後は毎日の出勤状況（打

刻状況）を確認し漏れがあれ
ば、本人に状況を確認するな
ど、修正の必要がある場合は
本人から依頼票を提出させ、
速やかに修正処理を行う。 

  


